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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

日
曜
交
付
の
お
知
ら
せ

問
町
民
生
活
部
住
民
課
撒（
57
）４
１
２
６

　　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
お
渡
し
は
、

役
場
開
庁
時
間
内
で
す
が
、
平
日
来

庁
が
困
難
な
方
の
た
め
に
、
交
付
業

務
を
行
い
ま
す
。

日
８
月
28
日（
日
）９
時
〜
17
時

所
町
住
民
課

持 

参
す
る
物　

カ
ー
ド
交
付
の
案
内

ハ
ガ
キ
・
通
知
カ
ー
ド
・
本
人
確

認
書
類(

運
転
免
許
証
等)

・
印
鑑

登
録
証
（
赤
い
手
帳
も
し
く
は
磁

気
カ
ー
ド
）・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド（
お
持
ち
の
方
）

国
民
健
康
保
険
限
度
額

適
用
認
定
証
の
申
請

問
町
民
生
活
部
住
民
課
撒（
５７
）４
１
３
６

　

限
度
額
認
定
証
は
、
国
民
健
康
保

険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
が
入
院
や

外
来
診
療
を
受
け
た
場
合
の
医
療
費

の
自
己
負
担
限
度
額
を
病
院
に
示
す

も
の
で
す
。
病
院
に
保
険
証
と
認
定

証
を
提
示
す
る
と
、
一
か
月
の
窓
口

負
担
額
の
う
ち
、
保
険
診
療
分
の
医

療
費
が
次
の
表
の
と
お
り
に
な
り
ま

す
。

　

自
己
負
担
限
度
額
は
所
得
に
応
じ

て
決
ま
り
ま
す
が
、
８
月
１
日
か
ら

は
27
年
分
の
所
得
が
も
と
に
な
り
ま

す
。
認
定
証
が
必
要
な
方
は
、
８
月

１
日
以
降
に
住
民
課
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

　

保
険
証
・
印
鑑

※
７０
歳
以
上
７５
歳
未
満
の
方
は
低
所

　

得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
の
方
の
み
対
象
で
す
。

※
自
己
負
担
限
度
額
は
１
か
月
（
各

　

月
１
日
〜
末
日
）
の
金
額
で
す
。

※
過
去
１２
か
月
の
う
ち
で
自
己
負
担

　

限
度
額
上
限
ま
で
の
支
払
が
４
回

　

目
以
降
の
場
合
、
自
己
負
担
限
度

　

額
が
下
が
り
ま
す
。

※
差
額
ベ
ッ
ド
代
や
食
事
代
は
自
己

　

負
担
限
度
額
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

※
世
帯
に
所
得
を
申
告
し
て
い
な
い

　

方
が
い
る
場
合
、
申
告
し
て
い
た

　

だ
い
た
後
に
判
定
さ
れ
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
税
を
納
め
て
い
な

　

い
場
合
、
認
定
証
を
交
付
で
き
な

　

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ひ
と
り
親
の
ご
家
庭
へ
大
切
な
お
知
ら
せ

「
児
童
扶
養
手
当
」の

加
算
額
が
変
わ
り
ま
す

問
町
民
生
活
部
住
民
課
撒（
57
）４
１
４
０

　

８
月
１
日
か
ら
「
児
童
扶
養
手
当

法
」
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
児
童
扶

養
手
当
の
第
２
子
の
加
算
額
お
よ
び

第
３
子
以
降
の
加
算
額
が
変
更
さ
れ

ま
す
。

お知らせ

区分 所得要件 自己負担限度額 ４回目以降

ア
旧ただし書所得
９０１万円超

２５２，６００円＋
( 医療費の総額－８４２，０００円 ) ×１％

１４０，１００円

イ
旧ただし書所得

６００万円～９０１万円以下
１６７，４００円＋
( 医療費の総額－５５８，０００円 ) ×１％

９３，０００円

ウ
旧ただし書所得

２１０万円～６００万円以下
８０，１００円＋
( 医療費の総額－２６７，０００円 ) ×１％

４４，４００円

エ
旧ただし書所得
２１０万円以下

５７，６００円 ４４，４００円

オ 住民税非課税 ３５，４００円 ２４，６００円

◎７０歳未満の方

※旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額（３３万円）を差し引いた額です。

区分
外来（個人単位）

の限度額

外来＋入院（世帯単位）

の限度額

低所得者Ⅱ ８，０００円 ２４，６００円

低所得者Ⅰ ８，０００円 １５，０００円

◎７０歳から７５歳未満の方

※低所得者Ⅱ…世帯主およびすべての国保加入者が住民税非
　　　　　　　課税の世帯の方
※低所得者Ⅰ…世帯主およびすべての国保加入者が住民税非
　　　　　　　課税の世帯の方で、かつ世帯全員の所得が０
　　　　　　　円の世帯の方

子どもが１人の場合
　全部支給　42,330円
　一部支給　42,320円～9,990円
　　（所得に応じて決定されます）

子ども２人目の
加算額

定額５千円→
　全部支給　１万円
　一部支給　9,990円～５千円
　　（所得に応じて決定されます）

子ども３人目以降の
加算額（１人につき） 

定額３千円→
　全部支給　６千円
　一部支給　5,990円～３千円
　　（所得に応じて決定されます）

◎児童扶養手当の月額（平成 28年８月から）

（12）


